
医療機関等で受診される東日本大震奨の

機奨者の曽さまへ

医療機関等における憲口負担の免除について

厚生労働省
平成27年 2月

0

① 憲口負担の免除を受けるためには◆医療機関等の

憲口で。                を

提示する必要があります。

>現在。免除証明書をお持ちの方は。右勧H口 1屋み

デ確翌ください。

② 現在お持ちの免除証明書の有効期限後も。

ご加入の医療保険の保険者によりこヨIき続とこ

盟旦重担ど墨陰されることがあります。

>憲口負担が免除される場合.宣蝕狙阻盃

を。医療機関等の

憲口でご提示ください。

◎ 次の場合の自己負担額の免除については、平成24年 2月 29日 までで終了しています。
日入院時の食費、居住費
B被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかつた場合

・柔道整復師、あん摩・マッサージ ロ指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

(※ )

異なります。

なお、引き続き窓口負担の免除の対象となる場合、新しい免除証明書は

されますので、お手元に届かない

場合は、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

窓口負担の免除や、免除証明書の取扱いに関して
ご不明な点があれば、ご加入の医療保険の保険者ヘ

お問い合わせください。


